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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　規　　　　則　

　災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公
布する。

　　令和７年10月17日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第70号

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

　災害救助法施行細則（昭和38年京都府規則第26号）の
一部を次のように改正する。
　第３条中「に定める」を「第２条から第14条までに定
める」に改める。
　第11条中「の規定」を「及び第８条第４項の規定」に
改める。
　第12条中「第５条」を「第５条第１項」に改め、同条
に次の１項を加える。
２　規則第５条第２項の規定による実費弁償請求書は、

別記第13号様式に準じる様式による。

　別表第１を次のように改める。
別表第１（第11条関係）
　１　法第７条第５項の規定による実費弁償
　　　次に掲げる者に対し、それぞれに定めるところに

よる額を支給する。
　　⑴　令第４条第１号から第５号までに規定する者
　　　ア　日当
　　　　　府の常勤の職員で救助に関する業務に従事し

た者に相当するものの給与を考慮して知事が別
に定める額を支給する。ただし、当該業務に従
事した者に相当する府の常勤の職員が存在しな
い場合は、府が実施する工事の工事費を積算す
る際に用いる賃金単価その他の賃金水準を考慮
して知事が別に定める額を支給する。

　　　イ　時間外勤務手当
　　　　　日当の額を基礎にして、府の常勤の職員の例

により算出した額の範囲内において支給する。
　　　ウ　旅費
　　　　　京都府旅費条例（昭和25年京都府条例第43号）

を準用し、同条例中指定職の職務以外の職務に
ある職員が受ける額に相当する額を支給する。

　　⑵　令第４条第６号から第11号までに規定する者
　　　　業者のその地域における慣行料金による支出実

績に、手数料としてその100分の３以内の額を加

規　　　　　則

○災害救助法施行細則の一部を改正する規
則　 （災害対策課）  719

告　　　　　示

○京都府会計規則第104条の規定により取
扱銀行の店舗名、位置及び引受庁所を定
めた告示の一部改正　 （会計課）  720

○道路の区域変更　 （南丹土木事務所）   〃
○道路の供用開始　 （　　　〃　　　）   〃
○重要開発調整池の設置の完了　 （河川課）   〃

公　　　　　告

○一般競争入札の実施　 （府有資産活用課）  721
○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届

出　 （中丹広域振興局）  723
○土地改良区役員の就任届　 （南丹広域振興局）   〃

○都市計画地区計画の決定に係る図書の写
しの縦覧　 （都市計画課）  723

○都市計画法に基づく工事完了　
  （南丹土木事務所、丹後土木事務所）   〃

選挙管理委員会

○政治団体の設立　  724
○政治団体届出事項の異動　  725
○政治団体の解散　  729
○政治団体の収支報告書の要旨　   〃
○資金管理団体の指定　  733
○資金管理団体届出事項の異動　   〃
○資金管理団体の指定の取消し　  734

正　　　　　誤

○令和７年５月23日付け京都府公報第615号中　   〃
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区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

亀岡市上矢田町八田山１の１
から

亀岡市上矢田町八田山１の１
まで

前

ｍ
 最小　12.8

 最大　23.5

ｍ

　  294.3

後
 最小　18.5

 最大　54.8

亀岡市下矢田町分山１の１か
ら

亀岡市下矢田町分山１の１ま
で

前
 最小　 9.0

 最大　14.5
　  227.0

後
 最小　15.3

 最大　23.8

４　縦 覧 場 所　　京都府南丹土木事務所及び京都府建
設交通部道路管理課

京都府告示第504号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年10月17日から令和７年10月31日まで縦覧に供する。

　令和７年10月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　枚方亀岡線
３　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

亀岡市上矢田町八田山１の１から

亀岡市上矢田町八田山１の１まで
令和７年10月17日

亀岡市下矢田町分山１の１から

亀岡市下矢田町分山１の１まで

４　縦 覧 場 所　　京都府南丹土木事務所及び京都府建
設交通部道路管理課

京都府告示第505号

　災害からの安全な京都づくり条例（平成28年京都府条
例第41号）第20条第１項の届出に係る次の重要開発調整

算した額を支給する。
　２　法第８条第４項の規定による実費弁償
　　　法第８条第２項の規定による協力命令に係る第３

条の規定による救助に関する業務について実費弁償
を受けるべき者に対し、知事が必要と認める額を支
給する。

　別記第13号様式中「第５条」を「第５条第１項」に改
める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改
正後の災害救助法施行細則の規定は、令和７年７月１日
以後の救助について適用する。

　告　　　　示　

京都府告示第502号

　京都府会計規則第104条の規定により取扱銀行の店舗
名、位置及び引受庁所を定めた告示（昭和60年京都府告
示第227号）の一部を次のように改正し、令和７年10月
20日から施行する。ただし、表同桂支店の項の改正規定
は、令和７年11月10日から施行する。

　令和７年10月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　表同桂支店の項中「京都市西京区桂野里町35番地の５」
を「京都市西京区桂南巽町135番地」に改め、同表同小
倉支店の項中「宇治市小倉町神楽田６番地の３」を「宇
治市小倉町神楽田５番地の３」に改める。

京都府告示第503号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年10月17日から令和７年10月31日まで縦覧に供する。

　令和７年10月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　枚方亀岡線
３　道路の区域
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満たさなければならない。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令が適用される令和７年度における
物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に
必要な資格等を定める告示（令和７年京都府告示第
４号）に定める競争入札参加者の資格を得ている者
で、次の業務種目に登録されているものであること。

　　　大分類「ビル管理等」―小分類「清掃」
　⑶　建物の清掃対象床面積が１契約でおおむね３万平

方メートル以上の清掃業務を令和５年４月１日以降
において12箇月以上継続して履行した実績を有する
こと。

　⑷　建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登
録（建築物における衛生的環境の確保に関する法律
（昭和45年法律第20号）第12条の２第１項第１号又
は第８号に掲げる事業に係る同項の登録をいう。）
を有すること。

　⑸　４で定める一般競争入札参加資格確認申請書（以
下「確認申請書」という。）の提出期間の最終日か
ら入札日までの期間において、京都府の指名競争入
札について指名停止とされていない者であること。

４　入札参加資格の確認
　　入札に参加を希望する者は、入札説明書において示

す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料（以
下「確認資料」という。）を次のとおり提出し、入札
参加資格の確認を受けなければならない。

　　なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を
求められた場合は、それに応じなければならない。

　⑴　提出期間
　　　２の⑵に同じ。
　⑵　提出場所
　　　２の⑴に同じ。
　⑶　確認通知
　　　入札参加資格の確認については、別途通知する。
　⑷　その他
　　ア　確認資料の作成等に要する経費は、提出者の負

担とし、提出された書類は、返却しない。
　　イ　３の⑵の資格を有しない者で入札に参加しよう

とするものは、次により資格審査を受けることが
できる。

　　　ア　資格審査申請に関する文書（以下「資格審査
申請書」という。）の提出期間

　　　　　令和７年10月17日（金）から令和７年10月27
日（月）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の
午前９時から午後５時まで（正午から午後１時
までを除く。）とする。

　　　　　なお、その後も随時受け付けるが、この場合
には、この公告に係る入札に間に合わないこと
がある。

　　　イ　資格審査申請書を入手するための手段
　　　　　原則として、京都府ホームページ「特定調達

池については、同条例第18条第２項の技術的基準に適合
すると認める。

　令和７年10月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　重要開発調整池の所在地
　　学研精華下狛地区９街区１画地
２　重要開発調整池の所有者の名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地
　　京阪電鉄不動産株式会社
　　代表取締役　道本　能久
　　大阪市中央区大手前一丁目７番31号

　公　　　　告　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定に
より、次のとおり一般競争入札を実施する。
　なお、この入札に係る調達契約は、地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成
７年政令第372号）第４条に規定する特定調達契約である。

　令和７年10月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　入札に付する事項
　⑴　委託業務の名称及び数量
　　　京都府庁本庁庁舎の清掃業務　一式
　⑵　委託業務の内容等
　　　入札説明書及び仕様書のとおり
　⑶　履行期間
　　　令和８年１月１日から令和10年12月31日まで
　⑷　履行場所
　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
２　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交

付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名
称、所在地等

　　　〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町

　　　京都府総務部府有資産活用課施設管理係
　　　電話番号（075）414-4044
　⑵　入札説明書及び仕様書の配布
　　　令和７年10月17日（金）から令和７年11月12日（水）

まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の午前９
時から午後４時30分まで（正午から午後１時までを
除く。）

３　入札に参加する者に必要な資格
　　入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て
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　⑹　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限る。
　⑺　契約書作成の要否
　　　要する。
６　入札保証金
　　免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合

は、落札金額の100分の５相当額の違約金を落札者か
ら徴収する。
７　契約保証金
　　落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保

証金を、契約締結と同時に納入しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関（以下「銀行等」という。）が振り出し、若しくは
支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができ、規則第159条第２
項第３号に該当する場合は、免除する。
８　その他
　⑴　この入札の実施については、１から７までに定め

るもののほか、規則の定めるところによる。
　⑵　詳細は、入札説明書による。
　⑶　この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦

情の処理手続要綱（平成８年京都府告示第485号）
に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し
ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を
解除することがある。

９　Summary

　⑴　Main content of contract:

　　　Cleaning service for the Kyoto Prefectural 

Government buildings

　　　Contract period:

　　　1 January 2026 to 31 December 2028

　⑵　Time, date and venue for bid submission:

　　　10:00 a.m. on Wednesday 10 December 2025

　　　Meeting Room 2-N on 2nd floor of the Former 

Main building of the Kyoto Prefectural Government 

Office

　　　Yabunouchi-cho, Shinmachi-nishiiru, Shimodachiuri-

dori, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8570 Japan

　⑶　Deadline for bid submission by post:

　　　Tuesday 9 December 2025

　　　Submit to:

　　　Director of Prefectural Assets Utilization Division, 

Department of General Affairs, Kyoto Prefectural 

Government

　　　Yabunouchi-cho, Shinmachi-nishiiru, Shimodachiuri-

dori, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8570 Japan

　⑷　Time, date and venue for bid opening:

　　　10:00 a.m. on Wednesday 10 December 2025

　　　Meeting Room 2-N on 2nd floor of the Former 

Main building of the Kyoto Prefectural Government 

Office

　　　Yabunouchi-cho, Shinmachi-nishiiru, Shimodachiuri-

dori, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8570 Japan

契約に係る競争入札参加資格審査申請の随時受
付について」（

）からダウンロードすること。
　　　ウ　提出場所及び問合せ先
　　　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　　　　京都府総務部入札課入札・物品調達調整係
　　　　　電話番号（075）414-5428
５　入札手続等
　⑴　入札及び開札の日時、場所等
　　ア　日時
　　　　令和７年12月10日（水）午前10時
　　イ　場所
　　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　　　京都府庁旧本館２階会議室２－Ｎ
　　ウ　郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
　　　ア　受領期限
　　　　　令和７年12月９日（火）
　　　イ　提出先
　　　　　〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入

薮ノ内町
　　　　　京都府総務部府有資産活用課長
　　　ウ　その他
　　　　　郵送による場合の入札書の提出方法は、入札

説明書において指定する。
　⑵　入札の方法
　　　持参又は郵送によることとし、電送による入札は

認めない。
　⑶　入札書に記載する金額
　　ア　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し
た金額（１円未満の端数は、切り捨てるものとす
る。）をもって落札価格とするので、入札者は、
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の110分の100に相当する金額（＝税抜き）
を入札書に記載すること。

　　イ　入札金額については、３年の長期継続契約とす
るため、36月分の合計金額（税抜き）を記載する
こと。

　⑷　入札の無効
　　　次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　　ア　３に掲げる資格のない者のした入札
　　イ　確認申請書又は確認資料を提出しなかった者の

した入札
　　ウ　確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者

のした入札
　　エ　入札説明書に示した入札に関する条件に違反し

た者のした入札
　⑸　落札者の決定方法
　　　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以

下「規則」という。）第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。
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４　縦覧期間
　　令和７年10月17日から令和８年２月17日まで
５　意見書の提出先
　　京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進

課

　亀岡市川東土地改良区の役員の就任に伴い、土地改良
法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、
次のとおり就任した役員の氏名及び住所の届出があった。

　令和７年10月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

就任役員（理事）

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

亀岡市河原林町勝林島稲荷６ 桂　　　敏　彦

　福知山市から福知山都市計画地区計画（下川口地区）
の決定に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画
法（昭和43年法律第100号）第20条第２項の規定により、
京都府建設交通部都市計画課において縦覧に供する。

　令和７年10月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和７年10月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　南丹市園部町上木崎町四辻７、８の１の一部、８

の２、９の１の一部、10の１、10の５の一部、10の
７

　　　（関連区域）
　　　南丹市園部町上木崎町四辻10の４の一部、11の４

の一部

　⑸　For further information:

　　　Facility Management Section, Prefectural Assets 

Utilization Division Department of General Affairs, 

Kyoto Prefectural Government

　　　Yabunouchi-cho, Shinmachi-nishiiru, Shimodachiuri-

dori, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8570 Japan

　　　TEL. (075) 414-4044

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和７年10月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　坂井市坂井町下新庄15号８番地の１
　　　代表取締役　三ツ田　泰二
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－３　福

知山店
　　　福知山市字多保市小字手次114番13
　⑶　変更の内容

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗を設置
する者及び
当該大規模
小売店舗に
おいて小売
業を行う者
の代表者の
氏名

株式会社Ｐ
ＬＡＮＴ
代表取締役
三ツ田　佳
史

株式会社Ｐ
ＬＡＮＴ
代表取締役
三ツ田　泰
二

令
 7. 9.21 代表者の変更

のため

２　届出年月日
　　令和７年９月30日
３　縦覧場所
　　京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進

課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
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474の１、474の３、475、476の１、476の２の一部、
小字新溝400の５の一部、国有地、市有地

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　京丹後市峰山町赤坂555
　　　株式会社マツムラ

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　京都市右京区西院安塚町34の１
　　　ソリード有限会社
２⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　京丹後市峰山町長岡小字鴨池472の１、473の１、

選 挙 管 理 委 員 会

京都府選挙管理委員会告示第73号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により政治団体から届出のあった
政治団体の設立に係る事項は、次のとおりである。

　令和７年10月17日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

政党の支部
　法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体
　　１以上の市町村等の区域を単位として設けられる支部

その他の政治団体
　法第19条の７第１項第１号及び第２号に係る国会議員関係政治団体

　国会議員関係政治団体以外の政治団体
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京都府選挙管理委員会告示第74号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第７条第１項の規定により政治団体から届出のあった
政治団体届出事項の異動に係る事項は、次のとおりである。

　令和７年10月17日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

政党の支部
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その他の政治団体
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京都府選挙管理委員会告示第76号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」
という。）第12条第１項及び第17条第１項の規定による
政治団体の収支に関する報告書の提出があったので、法
第20条第１項の規定により、その要旨を次のとおり公表
する。

　令和７年10月17日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

京都府選挙管理委員会告示第75号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１
項の規定により政治団体から届出のあった政治団体の解
散に係る事項は、次のとおりである。

　令和７年10月17日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

政党の支部

その他の政治団体
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報 告 年 月 日　　　　 　令和７年１月17日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 3,986,424

　　前 年 繰 越 額 831,474

　　本 年 収 入 額 3,154,950

２　支　出　総　額 3,986,424

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 1,154,950

　　　個　　人　　分 1,154,950

　　 本部又は支部から供与された交付金 
に係る収入 2,000,000

　　　れ　い　わ　新　選　組 2,000,000

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 1,780,361

　　　光　熱　水　費 68,150

　　　備品・消耗品費 355,251

　　　事　務　所　費 1,356,960

　　政 治 活 動 費 2,206,063

　　　組 織 活 動 費 230,744

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 1,054,452

　　　　機関紙誌の発行事業費 10,550

　　　　宣 伝 事 業 費 1,043,902

　　　調 査 研 究 費 10,000

　　　寄　附　・　交　付　金 910,867

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　菅　野　友　彦 60,000 東京都練 馬 区
　　藤　井　勝　典 100,000 神　　戸　　市
　　松　尾　　　匡 130,000 京都市左 京 区
　　平　田　庄　蔵 70,000 東京都西東京市
　　出　井　信　利 66,000 埼玉県朝 霞 市
　　年間五万円以下のもの 728,950

京都みらいカンファレンス

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第二号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　 佐　野　英　志
公職の候補者に係る公職の種類　　　　 衆 議 院 議 員
報 告 年 月 日　　　　 　令和７年２月18日 

（令和６年12月31日解散）
１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

京都やましろ政経懇話会

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第一号及
び第二号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　中　嶋　秀　樹
公職の候補者に係る公職の種類　　　　衆 議 院 議 員
資金管理団体の届出をした者の氏名　　中　嶋　秀　樹
資金管理団体の届出に係る公職の種類　 衆 議 院 議 員
報 告 年 月 日　　　　 　令和７年５月29日 

（令和６年12月31日解散）
１　収　入　総　額 6,300,000

政治団体の収支報告書の要旨（解散団体分）
（単位　円）

（令和４年分）
「和田すすむ」を励ます会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月26日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 10,000

　　前 年 繰 越 額 10,000

２　支　出　総　額 0

　　翌年への繰越額 10,000

（令和５年分）
「和田すすむ」を励ます会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月26日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 10,000

　　前 年 繰 越 額 10,000

２　支　出　総　額 0

　　翌年への繰越額 10,000

（令和６年分）
日本維新の会衆議院京都府第６選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第一号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　 中　嶋　秀　樹
公職の候補者に係る公職の種類　　　　 衆 議 院 議 員
報 告 年 月 日　　　　 　令和７年５月29日 

（令和６年12月31日解散）
１　収　入　総　額 8,600,000

　　本 年 収 入 額 8,600,000

２　支　出　総　額 8,600,000

３　本年収入の内訳
　　 本部又は支部から供与された交付金 

に係る収入 8,600,000

　　　日　本　維　新　の　会 8,400,000

　　　京　都　維　新　の　会 200,000

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 1,502,103

　　　人　　件　　費 960,238

　　　備品・消耗品費 7,852

　　　事　務　所　費 534,013

　　政 治 活 動 費 7,097,897

　　　組 織 活 動 費 304,204

　　　選 挙 関 係 費 1,700,000

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 5,093,693

　　　　機関紙誌の発行事業費 2,361,293

　　　　宣 伝 事 業 費 2,732,400

れいわ新選組衆議院京都府第１区総支部

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第一号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　 安　持　成　美
公職の候補者に係る公職の種類　　　　 衆 議 院 議 員
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１　収　入　総　額 146,922

　　前 年 繰 越 額 146,922

２　支　出　総　額 146,922

３　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 146,922

　　　人　　件　　費 100,000

　　　光　熱　水　費 30,000

　　　備品・消耗品費 16,922

かみね史朗後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月19日 
（令和６年12月22日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

ガンバレあすかいさん・市民の会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月31日 
（令和６年８月１日解散）

１　収　入　総　額 112,216

　　前 年 繰 越 額 112,216

２　支　出　総　額 112,216

３　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 112,216

　　　組 織 活 動 費 112,216

京都南部維新連合

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年１月17日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

小林たかひろ後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月21日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

地域政党「市民の声」

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月31日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 782,512

　　本 年 収 入 額 782,512

２　支　出　総　額 782,512

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 782,512

　　　個　　人　　分 782,512

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 782,512

　　　光　熱　水　費 38,512

　　　事　務　所　費 744,000

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　足　立　治　之 782,512 福　知　山　市

　　前 年 繰 越 額 300,000

　　本 年 収 入 額 6,000,000

２　支　出　総　額 6,300,000

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 6,000,000

　　　政 治 団 体 分 6,000,000

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 4,925,000

　　　人　　件　　費 4,397,000

　　　事　務　所　費 528,000

　　政 治 活 動 費 1,375,000

　　　組 織 活 動 費 1,375,000

５　寄 附 の 内 訳
　　（政治団体分）
　　 日本維新の会国 

会議員団 6,000,000 東京都千代田区

あすかいけいこ地方自治研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名　　飛鳥井　佳　子
資金管理団体の届出に係る公職の種類　 向日市議会議員
報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月31日 

（令和６年８月１日解散）
１　収　入　総　額 26,240

　　前 年 繰 越 額 26,240

２　支　出　総　額 26,240

３　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 26,240

　　　組 織 活 動 費 26,240

宇治維新の会

資金管理団体の届出をした者の氏名　　秋　月　新　治
資金管理団体の届出に係る公職の種類　宇治市議会議員
資金管理団体の指定期間　　　　　　　 ４月18日から７

月19日まで
報 告 年 月 日　　　　 　令和７年１月17日 

（令和６年12月31日解散）
１　収　入　総　額 172,000

　　前 年 繰 越 額 70,000

　　本 年 収 入 額 102,000

２　支　出　総　額 0

　　翌年への繰越額 172,000

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 102,000

　　　政 治 団 体 分 102,000

４　寄 附 の 内 訳
　　（政治団体分）
　　京都維新の会 102,000 京都市伏 見 区

平井としき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名　　平　井　斉　己
資金管理団体の届出に係る公職の種類　 京都府議会議員
報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月４日 

（令和６年12月31日解散）

本号251017EN.indd   731本号251017EN.indd   731 2025/10/16   14:59:282025/10/16   14:59:28



令和７年10月17日　金曜日　　　

732

京  都  府  公  報

本号251017EN

　　（個人分）
　　塩　見　　　聡 200,000 福　知　山　市
　　荒　川　浩　司 100,000 　　　〃　　　
　　小　原　彰　紀 100,000 　　　〃　　　
　　足　立　治　之 100,000 　　　〃　　　
　　芦　田　幸　雄 60,000 　　　〃　　　
　　年間五万円以下のもの 83,000

未来の京都をつくる会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年１月31日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 1,436,815

　　前 年 繰 越 額 1,436,813

　　本 年 収 入 額 2

２　支　出　総　額 1,436,815

３　本年収入の内訳
　　そ　の　他　の　収　入 2

４　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 1,436,815

　　　寄　附　・　交　付　金 1,436,815

「和田すすむ」を励ます会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月26日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 70,000

　　前 年 繰 越 額 10,000

　　本 年 収 入 額 60,000

２　支　出　総　額 0

　　翌年への繰越額 70,000

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 60,000

　　　個　　人　　分 30,000

　　　政 治 団 体 分 30,000

４　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　年間五万円以下のもの 30,000

　　（政治団体分）
　　年間五万円以下のもの 30,000

わたなべ貫治後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年１月20日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

（令和７年分）
平井邦生後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月25日 
（令和７年２月28日解散）

１　収　入　総　額 90,918

　　前 年 繰 越 額 90,918

２　支　出　総　額 0

　　翌年への繰越額 90,918

地方創生政策研究所

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年１月29日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 876,268

　　前 年 繰 越 額 689,780

　　本 年 収 入 額 186,488

２　支　出　総　額 876,268

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 186,488

　　　個　　人　　分 186,488

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 283,160

　　　光　熱　水　費 55,492

　　　備品・消耗品費 222,568

　　　事　務　所　費 5,100

　　政 治 活 動 費 593,108

　　　組 織 活 動 費 500,925

　　　調 査 研 究 費 92,183

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　菅　谷　寛　志 186,488 京都市山 科 区

西村よしみ後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月19日 
（令和６年12月15日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

平井邦生後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月25日 
（令和７年２月28日解散）

１　収　入　総　額 90,918

　　前 年 繰 越 額 90,918

２　支　出　総　額 0

　　翌年への繰越額 90,918

福知山市新文化ホール整備事業を見直す会

報 告 年 月 日　　　　 　令和７年３月７日 
（令和６年12月31日解散）

１　収　入　総　額 643,000

　　本 年 収 入 額 643,000

２　支　出　総　額 634,599

　　翌年への繰越額 8,401

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 643,000

　　　個　　人　　分 643,000

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 78,691

　　　備品・消耗品費 78,691

　　政 治 活 動 費 555,908

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 555,908

　　　　宣 伝 事 業 費 555,908

５　寄 附 の 内 訳
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京都府選挙管理委員会告示第77号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の指定に係る事項は、
次のとおりである。

　令和７年10月17日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

京都府選挙管理委員会告示第78号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定により届出のあった資金管理団体の届出事項の
異動に係る事項は、次のとおりである。

　令和７年10月17日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　
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月額購読料 2,930円

令和７年10月17日　金曜日　　　
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正　　　　　誤

　令和７年５月23日付け京都府公報第615号中次のとお
り訂正

ページ 行 誤 正

336 上から13 補助金の 補助金

京都府選挙管理委員会告示第79号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第１号の規定により届出のあった資金管理団体の指定の取消
しに係る事項は、次のとおりである。

　令和７年10月17日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　
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